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横浜市として望ましい小学校給食のあり方について 

 

平成 28 年３月に国が策定した「第３次食育推進基本計画」では、若い世代の食生活の内容改善や充実

の必要性、日本の食文化に関する意識の希薄化が課題になっていると指摘されており、子どもたちが健

全な食生活を実践することができる市民となるには、どのような給食のあり方が望ましいのか、教育委

員会は、横浜市学校保健審議会に諮問を行いました。これに対し、11 月 24 日に答申をいただきましたの

で、内容についてご報告します。 

 また、この答申の内容と、現在の本市の献立の状況との間にかい離があり、これを改善する必要があ

るため、給食費の改定を行うための条例改正等の手続きを進めます。 

 

１ 横浜市学校保健審議会での審議 

横浜市として望ましい小学校給食として、どのような水準を維持すべきか、次の４つの観点から

ご検討いただきました。 

① 学校給食摂取基準や食品構成の充足について 

② 家庭における日常の食生活の指標となる給食の献立について 

③ 日本型食生活や和食の伝承について 

④ 横浜の食文化への知識を深める献立について 

（１）審議状況 

第１回が平成 29 年２月２日、第２回が７月 11 日、第３回が 11 月 24 日に開催されました。 

 

（２）委員構成 

横浜市学校保健審議会委員名簿 

氏名 選出区分 職名 

鈴木 志保子（会長） 学識経験者 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科教授 

渋谷 裕子（副会長） 学識経験者 共立女子大学家政学部非常勤講師 

伊藤 秀一 学識経験者 横浜市立大学医学部教授 

海上 良太 学校保健関係者 横浜市ＰＴＡ連絡協議会会長 

大木 昭子 学校保健関係者 
・横浜市薬剤師会常務理事 

・学校薬剤師部会部会長 

大久保 辰雄（H29.6～） 

[小川 憲章（～H29.6）] 
学校保健関係者 

・横浜市医師会常任理事 

・学校医部会副部会長 

河野 伸二郎（H29.7～） 

[冨田 雅彦（～H29.7）] 
学校保健関係者 横浜市歯科医師会副会長 

山岡 義卓 学識経験者 
・神奈川大学経営学部国際経営学科准教授 

・特定非営利活動法人アクションポート横浜理事 

和田 喜久枝 学識経験者 
・横浜市食育フォーラム委員 

・よこはま一万人子育てフォーラム会員 

こども青少年・教育委員会 
平 成 2 9 年 1 2 月 1 3 日 

教 育 委 員 会 事 務 局 
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（３）答申の内容 

ア 学校給食摂取基準や食品構成の充足について 

学校給食法の目的から、健康の保持増進に必要な栄養を摂取することを第一と考えて、学校給 

 食摂取基準は 100％の摂取に近づけるよう努力をしていくべきである。平成 23 年度以降、学校給食摂 

取基準に対する充足率や食品構成の標準値に対する充足率等は年々徐々に減少してきている。栄養価 

や品数も豊富な献立を提供できれば子どもにとってより望ましいものとなるので、審議会としては当 

然 23 年度の献立が望ましいものと考える。 

一方、給食にかかる食材費について考えるに、仮に現在、23 年度当時の献立を実施すると、それ以 

降の他の年度と比べ最もコストが高くなるとの説明もあった。給食は保護者の費用負担とのバランス 

もとって実施すべきものであるから、費用面まで考慮すると、三品献立の実施率が高く、栄養価にお 

いても 23 年度に最も近い 26 年度の献立原案でも望ましい水準を満たしていると考える。 

 

 

 

 

 

イ 家庭における日常の食生活の指標となる給食の献立について 

子どもの頃に様々な食材を食べることで、将来的に食の幅を広げることができるよう、給食献 

立は品数が多く、様々な種類の食材をとることが望ましい。また、「食」を通して豊かな人間性を 

はぐくむためには、子どもが給食を楽しみ、美味しく味わうことも重要である。 

 

ウ 日本型食生活や和食の伝承について 

横浜市の給食では、削り節や昆布からだしをとっている。昨今ではこのようにだしをとってい

る家庭は減少している。子どもに対し、日本食の文化として、素材からだしをとることの理解を

深める食育が必要である。和食はものによっては手間も費用もかかるが、子どもに伝承していくため

には、まず、子どもが和食に親しみ、和食をおいしいと感じることが必要である。 

 

エ 横浜の食文化への知識を深める献立について 

横浜の食文化を理解するための特別な献立を実施する日、というその日の献立の目的をしっか

り子どもに伝えることにより、横浜の食文化への知識を深めることができる。また、地場産物の

使用については、地産地消や食育の観点でも効果的である。横浜は国際色豊かな都市であり、国

際的なもの、多様性のあるものを次々ととり入れていく横浜らしい特質を持ち味とし、様々なメ

ニューを横浜風にアレンジして、新たなメニューを開発していってもらいたい。 

 

２ 現在の献立の状況と基金の活用 

（１）給食費と基金について 

本市は、学校給食法に基づき、「学校給食に従事する職員の人件費」「給食の実施に必要な施設及 

び設備の修繕費」を公費で負担し、食材費相当分を給食費として保護者から徴収しています。また、

【参考】 

○献立原案 

栄養士が作成した献立の案を、基準献立作成委員会（学校長、調理員、教諭、栄養士等の代表で構成

される委員会）で検討し、決定した献立のこと。なお、実際の提供にあたっては、物資調達の可否や価格

動向に合わせて、一部の献立を変更することもある。 
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食材費の購入残額があった場合は、横浜市学校給食費調整基金（以下、「基金」という。）に積立て

を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）現在の献立の状況 

平成 26 年度以降、食材価格が高騰しており、これに対応するため、献立の工夫や基金の取崩しに

より栄養価や食品構成の充足率の維持を図っています。しかし、国産率 80％を維持しつつ摂取基準

に関しては栄養価におけるエネルギーやたんぱく質の水準を維持するのが精一杯の状況で、食品構

成の充足率は低下してきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）基金の活用 

栄養価（エネルギー及びたんぱく質）や食品構成の充足率を維持するには、給食費による収入で

は不足するため、平成 26、28 年度は基金からの取崩しを行って補てんしてきており、29 年度も取崩

しが必要となる見込みです。基金は 30 年度には底をつき、補てんの対応ができなくなる状況です。 

■給食食材購入費用と収入の推移（給食費改定なし）  単位：千円 

 

※基金は毎年度、過年度滞納給食費徴収分等の積立てがあるため、表の基金年度末残高は、積立てと取崩しに 

よる加減後の数値です。 

 

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

費用 8,987,997 8,589,971 8,875,309 8,974,418 8,963,809 8,900,090

8,633,558 8,634,632 8,619,556 8,632,829 8,622,220 8,558,501

354,439 0 255,753 341,589 341,589 341,589

基金年度末残高 414,393 156,148 -100,314 -356,776

実績 見込み

食材購入にかかる費用

収入
給食費による収入

基金等による補てん

【参考】学校給食法 

（経費の負担）  

第十一条   学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のう

ち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。  

２   前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費（以下「学校給食費」という。）は、学校給食を受ける

児童又は生徒の学校教育法第十六条 に規定する保護者の負担とする。  

【参考】 

○国産率の維持 

農林水産省及び厚生労働省策定の第 3 次食育推進基本計画には、学校給食における国産の食材を使用す

る割合を 80％以上にする目標が示されました。 

○学校給食摂取基準における栄養価 

文部科学省が、厚生労働省が定めた「日本人の食事摂取基準（2010 年版）」等を参考とし、児童生徒の健

康の増進及び食育の推進を図るために望ましい栄養量を算出したもの。 

○学校給食摂取基準における食品構成 

必要な量の栄養素を摂取するために、どのような食品から、どれだけの量をとればよいかという標準値を示した

もの。 
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３ 答申及び現在の献立の状況を踏まえた横浜市の対応 

（１）横浜市の対応 

ア 献立の水準 

答申を踏まえ、横浜市としては次のように考え、平成 26 年度の献立原案に給食の水準を戻すた 

め、給食費の改定が必要と考えます。 

①栄養価を充足させるだけでなく、国産率を維持しながら様々な食材を幅広く使用する 

②品数の多い献立を提供する 

③和食の献立を充実させる 

④横浜の食文化への知識を深めるメニューを開発していく 

 イ 給食費の改定時期 

  改定時期については、可能な限り早期に望ましい給食を実施すべきですが、答申を踏まえた検 

討を行い、条例改正等の手続きを行う期間や、保護者等への周知期間等を考慮すると、平成 30 年 

第１回市会定例会で条例改正を行い、30 年９月の値上げが適当と考えます。 

 

（２）望ましい水準の給食の献立作成に必要な給食費の算出 

平成 26 年度献立原案に対し、直近の同月の入札価格を代入し算出します。 

   

給食実施月数（11 回）で除し、必要な月額給食費を算出します。 

   50,721.79÷11＝4,611.07 

  現在、平成 26 年度献立原案で献立を作成するには、約 4,611 円の給食費が必要となります。そ

こで、現行の月額 4,000 円から 600 円値上げし、月額 4,600 円とします。 

  なお、より望ましいとされる 23 年度当時の献立を同様の方法で算出すると、約 4,826 円の給食費が

必要になり、月 800 円の値上げをすることとなります。しかし、給食は保護者の費用負担とのバラン

スをとって実施する必要もあるため、値上げの改定幅は 600 円が適切と考えます。 

 

 

26年度
代入した入札

価格の月

平均価格
（税込）

回数（回） 合計（円）

4月 H29.4月 259.33 13 3371.285
5月 H29.5月 260.76 20 5215.104
6月 H29.6月 269.05 19 5111.942
7月 H29.7月 293.14 12 3517.733
9月 H28.9月 271.05 20 5420.952
10月 H28.10月 271.39 22 5970.65
11月 H28.11月 272.32 18 4901.796
12月 H28.12月 267.81 16 4284.922
1月 H29.1月 269.98 16 4319.654
2月 H29.2月 271.18 19 5152.367
3月 H29.3月 265.80 13 3455.384

188 50721.79



年度別献立比較資料

※　平成23年度及び26年度の基準献立原案は、１食あたり約234円（月額4,000円程度）、
　　 平成29年度の基準献立原案は、横浜市学校給食費調整基金で補てんし、１食あたり約243円（月額4,160円程度）で作成されています。

①　平成２３、２６、２９年度の献立例

②　学校給食摂取基準に対する充足率 ③　食品構成の標準値に対する充足率

④　三品献立の提供回数 ⑤　魚の提供回数と種類

ツイストロールパン、牛乳、マカロニのクリーム煮、
アスパラガスのソテー、メロン１／８

ツイストロールパン、牛乳、マカロニのクリーム煮、
野菜ソテー、メロン１／12

添　付　資　料

平成２９年度に原案通り実施した献立平成２３年度に原案通り実施した献立 平成２６年度に原案通り実施した献立

ご
は
ん
献
立

パ
ン
献
立

ごはん、牛乳、あじのひらき、
変わりきんぴら、みそ汁

ごはん、牛乳、ししゃもも素揚げ、
変わりきんぴら、みそ汁

ごはん、牛乳、ちくわの磯部揚げ、豚汁、
こんぶのつくだ煮

ロールパン、牛乳、マカロニのクリーム煮、
アスパラガスのソテー、メロン１／６
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横浜市として望ましい小学校給食のあり方について 

（答申） 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 11 月 

 

横浜市学校保健審議会 
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【諮問】（平成 29 年１月 27 日教健第 2635 号） 

 

横浜市学校保健審議会条例第２条第１項第１号に基づき、次に掲げる事項について、理由を添えて諮

問します。 

 

「横浜市として望ましい小学校給食のあり方について」 

１ 学校給食摂取基準や食品構成の充足について 

２ 家庭における日常の食生活の指標となる給食の献立について 

３ 日本型食生活や和食の伝承について 

４ 横浜の食文化への知識を深める献立について 

 

（理由） 

平成 28 年３月に国が策定した「第３次食育推進基本計画」では、若い世代の食生活の内容改善や充実

の必要性、日本の食文化に関する意識の希薄化が課題になっていると記載されています。 

横浜市においても、「第２期横浜市食育推進計画」の中で挙げている「食育に関心をもっている市民の

割合」は、21 年度の 73.7％から 26 年度の 64.2％へと減少しています。また、「健康的な食生活を実践す

るため参考にしているものがある市民の割合」が全体の平均 29.8％に対して 17.6％となっている若い世

代に向け、栄養バランスのとれた食事についての理解を深めることが課題となっています。 

こうした現状を踏まえ、子どもたちが健全な食生活を実践することができる市民となるには、家庭と

も連携しながら、学校における食育の中心的役割である給食を通し、食品の選び方や適切な食事の形、

調理の方法等についての基礎的な知識を学ぶことが必要と考えます。また、横浜の食文化への知識を深

めることで地域の特色を理解し、横浜市に関心を寄せ、感謝の心と社会性を育てることも重要です。 

このため、本市として望ましい小学校給食のあり方をどのように定義するのか、上記の４点について、

御意見を伺います。 
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平成 29 年 11 月 24 日 

 

横浜市教育長 

岡田 優子 様 

横浜市学校保健審議会 

会長 鈴木 志保子 

 

 

 

 

横浜市として望ましい小学校給食のあり方について 

（答申） 

 

 

 

 

平成 29 年１月 27 日教健第 2635 号で諮問のあった横浜市として望ましい小学校給食のあり方について 

は、次のとおり答申します。 
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学校給食は、学校給食法に規定されているとおり、成長期にある児童・生徒の心身の健全な発達に資

するもので、次の目標が掲げられている。 

 

学校給食法 

（学校給食の目標）  

第二条   学校給食を実施するに当たっては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、

次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。 

一  適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。  

二  日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、 

及び望ましい食習慣を養うこと。  

三  学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。  

四  食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重す 

る精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。  

五  食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重ん 

ずる態度を養うこと。  

六  我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。  

七  食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

 

これを踏まえたうえで、横浜市として望ましい小学校給食のあり方について、横浜市学校保健審議会

で審議を行った結果、諮問で述べられた４点について次のとおり括るに至った。 

 

１ 学校給食摂取基準や食品構成の充足について 

（１）学校給食摂取基準について 

学校給食法の目的から、健康の保持増進に必要な栄養を摂取することを第一と考えて、献立を作成し

ていく必要がある。また、子どもの貧困が大きな問題となっている近年、エネルギーをはじめとする栄

養素や栄養バランスのよい食事を給食に依存している子どもも増えてきており、給食の重要性が増して

いる。したがって、文部科学省告示に示された「学校給食摂取基準」（以下、摂取基準という）について

は、すべての栄養素について 100％の摂取に近づけるよう努力をしていくべきである。 

ただし、鉄や食物繊維といった給食でも摂取しにくい栄養素については、学校で給食の食べ残しがな

いように指導するとともに、家庭においても積極的な摂取への協力を求めていきたい。 

しかしながら、摂取基準を 100％満たすことに拘りすぎることなく、子どもが毎日楽しく、おいしく給

食を食べられるよう、可能な限りバラエティに富んだ食材を使用することが大切である。この点に関し

ては、摂取基準の 90％から 105％までの範囲で給食を実施することができれば、100％に足りる日があっ

たり、足りない日があったりしてもよいと考える。 

（２）食品構成の充足について 

 食品構成の充足については、横浜市の献立では魚が主菜の献立回数と使用する魚の種類が減少してい

る。わが国は海に囲まれており、和食では魚が主菜になることが多く、旬の魚は季節を感じられる食材

である。子どもにとって、生涯を通じて肉と魚をバランスよく食べるようになることが望ましいと考え
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るため、横浜市においては、食品構成の充足率を考慮した献立作成を行ってほしい。 

 さて、提供資料や給食の試食によって確認してみたところ、平成 23 年度以降、摂取基準に対する充足

率や食品構成の標準値に対する充足率等は年々徐々に減少してきている。栄養価や品数も豊富な献立を

提供できれば子どもにとってより望ましいものとなるので、審議会としては当然 23 年度の献立が望まし

いものと考える。一方、給食にかかる食材費について考えるに、仮に現在、23 年度当時の献立を実施す

ると、それ以降の他の年度と比べ最もコストが高くなるとの説明もあった。給食は保護者の費用負担と

のバランスもとって実施すべきものであるから、費用面まで考慮すると、三品献立の実施率が高く、栄

養価においても 23 年度に最も近い 26 年度の献立原案でも望ましい水準を満たしていると考える。 

 

２ 家庭における日常の食生活の指標となる給食の献立について 

子どもの頃に数多くの食材を食べる経験が、将来的に食の幅を広げることにつながることから、給食

においてもさまざまな種類の食材を使うことが望ましい。また、「食」を通して豊かな人間性を育むため

には、子どもが給食を楽しみ、おいしく味わうことも重要である。この観点を踏まえて、給食の献立に

ついて次の４点について提案する。 

（１）おかずの種類について 

一回の食事に味覚が異なるものを食べることで、味の変化を楽しむことができる。そのため、味が同

じものを大量に食べるよりも、おかずのバリエーションを増やし、複数のおかずを提供することが望ま

しい。 

また、おかずの種類を多くして、食べる時間も長く充実させることで、友達や教職員との関係を育み、

食事の場としての給食の意味をもたせることができる。さらに、わが国では柔らかい食べ物が広まり噛

む回数が減少していることから、給食に噛む回数が多くなるおかずを取り入れることで、その機会を増

やすことができる。 

（２）素材を活かした献立について 

食材を素材に近い形（生または、ゆでる程度）で提供することが重要である。加工度（調理工程の回

数）を上げると味が濃くなり、本来の味と乖離してしまう。魚は喉に引っかからない程度になるべく骨

のある状態で、季節を知らせる野菜は量を十分に、果物は子どもにとって食べごたえのある量を食べや

すく提供することが必要である。 

（３）給食の見た目について 

子どもの「食べたい」という思いや食欲を高めるためには、給食に彩や華やかさを必要とする。また、

見た目は、給食への楽しさにも影響を及ぼす。給食は、子どものためのものであることから、ある程度

は子どもの嗜好に考慮した献立を作成する必要がある。 

（４）将来を見据えた食育について 

給食は、生涯を通じて、自分で食事を選択・決定する能力を身に付けるための「生きた教材」として

活用すべきである。また、給食は、子どもが親になったときに、どのように子どもに食べさせるべきな

のか、発育過程でどのように食事量（摂取量）が多くなっていくかを体験から知ることができる。この

体験を通して、子育てにおける食事の基礎を知ることができる。 
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３ 日本型食生活や和食の伝承について 

（１）日本型食生活の伝承について 

日本型食生活の一汁二菜・三菜のようにおかずは２、３品ある方が栄養バランスの整った食事となる。

日本型食生活の特徴である野菜を豊富に使ったおかずが、子どもにとって「おいしいな、もっと食べた

いな」と思うような献立を実施していってほしい。 

（２）和食の伝承について 

和食の伝承について、現在、横浜市の給食では、削り節や昆布からだしをとっている。昨今では、こ

のようにだしをとっている家庭は減少している。子どもに対し、日本食の文化の理解を促す１つとして、

だしについて理解を深める食育を進める。また、だしを効かせることによって、減塩にもつながること

も給食では必要な観点である。 

和食はものによっては手間も費用もかかるが、子どもに伝承していくためには、まず、子どもが和食 

に親しみ、和食をおいしいと感じることが必要である。 

我が国は海に囲まれた国であり、ひじきやわかめといった和食でよく使用される食材は、栄養も豊富

な食材であり、引き続き給食でとり入れていくべきである。併せて、日本食をテーマにした伝統食のよ

うな特別な献立の日には、飲み物をお茶や麦茶等にすることも検討願いたい。 

また、和食を食育で取り上げる時には、企業の出前授業等を活用することも考えられる。 

 

【参考】日本型食生活と和食の特徴（農林水産省） 

○日本型食生活の特徴 

日本の気候風土適した米（ごはん）を中心に、魚や肉、野菜、海藻、豆類などの多様なおかずを組み合わ

せて食べる食生活のことをいいます。栄養バランスに優れているだけでなく、日本各地で生産される農林水

産物を多彩に盛り込んでいるのが特徴です。 

○和食の特徴 

①多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重 

日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根差した多

様な食材が用いられています。また、素材の味わいを活かす調理技術・調理道具が発達しています。 

②健康的な食生活を支える栄養バランス 

一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。また、「うま味」 

を上手に使うことによって動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿や肥満防止に役立っ 

ています。 

③自然の美しさや季節の移ろいの表現 

食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴のひとつです。季節の花や葉などで料 

理を飾りつけたり、季節に合った調度品や器を利用したりして、季節感を楽しみます。 

④正月などの年中行事との密接な関わり 

日本の食文化は、年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、 

食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。 
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４ 横浜の食文化への知識を深める献立について 

（１）横浜の食文化への知識を深める献立について 

「今日は横浜の食文化を理解する日」という献立の目的をしっかり子どもに伝えることにより、横浜

の食文化への知識を深めることができる。献立については、横浜の食文化を子どもに伝えることが主な

目的なので、摂取基準値にとらわれる必要はなく、他の日で満たせばよいと考える。 

（２）地場産物の使用について 

地場産物の使用については、地産地消の観点でも効果的である。地場産物は一斉に供給することが難

しく、購入価格が多少高くなることもあるが、地元の農産物を地元の農家から購入することで、最終的

には税金や消費行動によって市民に返ってくる経済循環となる。 

また、地場産物を使用した献立を実施することで、食べ物は工業製品と異なり、太陽と水と土によっ

てつくられ、時として天候不順等が原因で収穫できず、献立が変わってしまうことを食育として教える

こともできる効果がある。 

（３）国際色豊かなメニューについて 

横浜は国際化の入り口であり、国際色豊かな都市である。横浜の文化的側面である、国際的なもの、

多様性のあるものを次々ととり入れていった横浜らしい特質＝進取の気風を持ち味とし、様々なメニュ

ーを横浜風にアレンジして、新たなメニューを開発していってもらいたい。 

 

 

以上 
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横浜市学校保健審議会委員名簿 

 

氏名 選出区分 職名 

鈴木 志保子 

（会長） 
学識経験者 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科教授 

渋谷 裕子 

（副会長） 
学識経験者 共立女子大学家政学部非常勤講師 

伊藤 秀一 学識経験者 横浜市立大学医学部教授 

海上 良太 学校保健関係者 横浜市ＰＴＡ連絡協議会会長 

大木 昭子 学校保健関係者 
・横浜市薬剤師会常務理事 

・学校薬剤師部会部会長 

大久保 辰雄（H29.6～） 

[小川 憲章（～H29.6）] 
学校保健関係者 

・横浜市医師会常任理事 

・学校医部会副部会長 

河野 伸二郎（H29.7～） 

[冨田 雅彦（～H29.7）] 
学校保健関係者 横浜市歯科医師会副会長 

山岡 義卓 学識経験者 
・神奈川大学経営学部国際経営学科准教授 

・特定非営利活動法人アクションポート横浜理事 

和田 喜久枝 学識経験者 
・横浜市食育フォーラム委員 
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